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発 行 日  平 成 2 ６ 年 ６ 月 １ 日 

編集・発行  第四地区住民自治協議会・総務部会 

印 刷  有限会社  長野プリントサービス 

✤第四地区は 諏訪町、西後町、県町、南県町、妻科、新田町 の６町で構成されています✤ 

 平成24年度末をもって閉校となった後町小学校。

閉校から一年が過ぎた今年の春もソメイヨシノが 

美しく咲き誇りました。 

 第四地区住民自治協議

会は、今までと同様に、

新しい施設が地域に開

かれたものとなるよう

に、そして中心市街地の

中の緑豊かな場となる

ように働きかけてまい

ります。 

今後の跡地の利用につい

ては、すでに報道されていま

すように、県立四年制大学の

地域貢献型施設と学生寮を

設置する方向とのことです。 

今年度以降は解体や周囲の道路拡張工事の予定も入って

きます。去る５月７日 旧後町小に隣接する西後町・横田

区長と県町・最上区長が業者と県・市の担当者から校内

172 本の樹木の保存状態や工事によって起きる影響など

について説明を受けました 

 

新年度スタート ～旧後町小のソメイヨシノ～ 

和(輪)のまちだより 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年４月 24 日（木）もんぜんぷ

ら座 304 会議室において第四地区住民自

治協議会定期総会を開催いたしました。 

昨年度の事業報告、決算が承認され、今

年度の予算、事業計画等が可決されました。 

 下記は、今年度予

定されている各部

会の事業の一部に

なります。  

✤環 境 部 会✤ 

環境美化パトロール 

河川パトロール 

✤安全防災部会✤ 

地区防災自主訓練 

交通安全教室 

✤健康福祉部会✤ 

いきいき交流会 

健康づくり事業 

✤教育文化部会✤ 

スポーツ大会 

地区内遠足 

会 計 

諏訪町：宮下 光平 区長 

監 事 

南県町：林 久仁彦 区長 

監 事 

妻 科：宮﨑 保夫 区長 

会 長 

新田町：青木 茂 区長 

副会長 

県 町：最上 正彦 区長 

副会長 

西後町：横田悦二郎 区長 

区長の皆さんがどんなお仕事をしているかは次のページで ⇒ 

平成 26 年度“第四地区 各町区長”紹介します 

第四地区住民自治協議会 定期総会開催 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度を迎えるにあたって、長野市の第四地区支援担当職員が交代しました。 

また４月 30日より事務局長と事務局職員が加わり、第四地区事務局は３名体制となりました。 

事務局長 手塚 努さん 

 この度生まれ故郷である第四地区のために微力ではありますが、お力添え

できればと思い、事務局長の任を引き受けさせて頂きました。皆さまのお力

をお借りしながら地区発展のために尽くしたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

支援担当職員 寺島主査 

この４月から市民活動支援課へ異動となり、第四地区支援担当となりま

した。経験不足ではありますが、住民自治協議会を中心としたより良いま

ちづくりのため、力を尽くしてまいります。よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局職員 山口美幸さん 

この度、第四地区の事務局員に採用されました山口美幸です。長野市に

越して来て今年で 3 年目ですが、いまだに地名も地理もあいまいです。

第四地区の魅力をたくさん教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致し

ます。 

 

 

写真上下：側溝の水が集まって、 

あふれやすいところ 

←写真左 

アスファルト

が崩れ落ちて

いる箇所 

各町区長 たとえばこんなことをしています 

支援担当職員と事務局体制が新しくなりました 

各町の区長は、毎年、地区の土木関係の要望を長野市に提出しています。土木関係とは道路、

水路などの改良、維持補修や、ガードレール、カーブミラーなどの交通安全施設の整備などにあ

たります。写真は昨年度のものです。区長が長野市職員と現場を同行した際の様子です。 

←写真左 

ロープで応

急処置をし

ている箇所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告欄 広告欄 

広告欄 

第四地区住民自治協議会では、以下のような支援事業を行っております。 

詳しくは事務局までお問い合わせください 

✤スポーツ振興事業補助金 

 第四地区内で活動していて、尚且つ一定の要件を満たしているスポーツ団体を対象に 

補助金を交付しております。 

✤第四地区福祉タクシー券追給事業 

 障害があり、特に移動の支援を行うことが認められる方を対象に一定の要件のもとで 

福祉タクシー券の追給を行っております。 

「和(輪)のまちだより」に 

広告はいかがですか 
 
５cm×８cm 枠 １回 3,000 円 
第四地区全世帯に年４回配布されます 

 

問合せ先：第四地区住自協事務局 

☎262－1365 まで 

西後町 山本さん 地域伝統文化功労者表彰 

第四地区住民自治協議会からのお知らせ 

 西後町 ヤマモト写真機店の山本

眞一郎さんが地域伝統文化の継承や

興隆に寄与されたということで、公

益財団法人 伝統文化活性化国民協

会より平成 25 年度地域伝統文化功

労者として表彰されました。 

 写真は、去る３月 12 日に長野県

庁で行われた表彰の様子です。 


